
森林災害等復旧造林事業実施要領 

 

 昭和 56年 12月 ５日林業第 630号 

最終改正 令和 ８年 ６月 23日森整第 286号 

第１ 趣 旨 

  森林災害等復旧造林事業の円滑な実施を図るため、激甚災害に係る森林災害復旧事業事務

取扱要綱（昭和 56 年４月 17 日付け 56 林野造第 52 号。以下「取扱要綱」という。）、激甚災

害に係る森林災害復旧事業実施要領（昭和 56年 4月 17日付け 56林野造第 53号。）及び森林

災害等復旧造林事業補助金交付規則（昭和 56年岩手県規則第 86号。以下「規則」という。）

によるほか、この要領により実施するものとする。 

第２ 技術的基準 

規則第２条第３項第１号に規定する別に定める「森林災害復旧造林事業の技術的基準」と

は、別表 1のとおりとする。 

第３ 補助事業の内容 

(1) 規則第２条第３項に規定する法第 11条の２に基づく事業とは、取扱要綱に基づいて行われ

る事業をいう。 

(2) 規則第２条第４項に規定する別に定める事業とは、森林整備補助金交付規則（昭和 48年岩

手県規則第 73 号）及び(1)の規定による補助、並びに株式会社日本政策金融公庫法に基づく

融資（補助残融資を除く。）対象以外の事業で、次の条件を満たす事業に限るものとする。 

  ア 県単除・間伐及び県単倒木起こし 

   (ｱ) 被害を受けたものの本数割合が 30パーセント以上の造林地において、伐採及び引起こ

しの本数割合がそれぞれ 30パーセント以上であること。 

(ｲ) 除・間伐にあっては、Ⅲ齢級以上、倒木起こしにあっては、Ⅲ齢級以下の造林地で行

われること。 

  イ 倒木起こし機の整備 

    新品購入の場合 

  ウ 県単被害木等の整理 

    災害を受けたものの本数割合が 30 パーセント以上であってⅤ齢級以上Ⅷ齢級以下の造

林地で行われること。 

第４ 補助事業者 

  規則第２条第５項に規定する別に定めるものとは、営利を目的としないものをいう。 

第５ 事業の規模 

  補助対象となる事業の規模は、一施行地につき次のとおりとする。この場合の「一施行地」

とは原則として接続する区域とする。 

  ただし、県単雪害等復旧造林事業に限り一施行地と近接する他の施行地との距離が最長の

地点間においても 1,500ｍを超えない場合には「一施行地」とみなす。 

 (1) 森林災害復旧造林事業（被害区域面積） 

  ア 被害木等の整理    0.10ha以上 

  イ 跡地造林       0.10ha以上 

  ウ 倒木起こし      0.10ha以上 



 (2) 県単雪害等復旧造林事業（被害区域面積） 

  ア 除・間伐       0.50ha以上 

  イ 倒木起こし      0.50ha以上 

  ウ 被害木等の整理    0.10ha以上 

第６ 被害の報告 

(1) 市町村長は、当該市町村の区域内の森林において、激甚災害と見込まれる災害（激甚災害

指定基準（昭和 37 年 12 月 7 日中央防災会議決定）に達すると見込まれる災害）が発生した

ときは、直ちに被害概況報告書（様式第 1号）を広域振興局長（以下「局長」という。）へ提

出するものとする。 

(2) 市町村長は、(1)の災害終息後 20 日以内に被害確定報告書（様式第 1 号）を局長へ提出す

るものとする。 

第７ 森林災害復旧造林事業実施区域 

  森林災害復旧造林事業の対象となる区域は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等

に関する法律施行令（昭和 37 年 10 月 10 日政令第 403 号）第 23 条の２第２項の規定に基づ

き農林水産大臣が告示した市町村とする。 

第８ 森林災害復旧造林事業計画概要書等の作成 

  第７で告示された市町村長は、区域内の森林所有者等と協議のうえ、当該市町村の区域に

かかる森林災害復旧造林事業計画概要書（様式第２号）及び査定内訳表（様式第３号）を作

成し、別に定める期日までに局長へ提出するものとする。 

第９ 森林災害復旧造林事業計画の決定 

(1) 知事は、農林水産大臣から取扱要綱第８の規定に基づく事業費の決定通知を受けたときは、

市町村別の森林災害復旧造林事業計画を決定し、その旨を市町村長へ通知するものとする。 

(2) 市町村長は、(1)の通知があったときは森林災害復旧造林計画概要書を森林災害復旧造林全

体計画書とする。 

(3) 市町村長は、森林災害復旧造林事業全体計画書（この規定により局長に提出して、その承

認を受けた森林災害復旧造林事業変更全体計画書を含む。）の内容を変更（(1)により決定し

た事業費（この規定により変更の承認を受けた場合は当該変更事業費）の 20パーセント未満

の変更を除く。）するときは、計画変更承認申請書（様式第４号）に森林災害復旧造林事業変

更全体計画書（様式第５号）を添え、これを局長に提出して承認を受けるものとする。 

第 10 事業予定調書 

(1) 森林災害等復旧造林事業を実施しようとする者は、予定調書（様式第６号）を前年の 11月

末日までに、事業地の属する地域の森林組合に提出するものとする。 

 (2) 森林組合（又は市町村）は(1)による予定調書に基づき、局長に対し前年 12月 20日までに、

とりまとめ報告書（様式第７号）を提出するものとする。 

第 11 任意団体の確認等 

(1) 局長は規則第２条第５項に定める「任意団体」から補助金の交付申請があった場合には、

次の事項を確認するものとする。 

ア 規約の内容 

イ 構成員の氏名又は名称及び住所並びに代表者等の氏名を記載した名簿の内容 

ウ 造林地の森林所有者（森林法第２条第２項に定める森林所有者をいう。） 

 (2) 局長は、任意団体が事業を実行するに当たっては次のものを整理保管するよう指導するも



のとする。 

ア 議事録 

イ 収入及び支出を明らかにした帳簿 

ウ 補助金の受領及び配分についての帳簿 

第 12 標準経費 

  規則第３条第２項に規定する別に定める標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求める。 

第 13 実行経費 

  規則第３条第２項に規定する実行経費とは、実際に実施主体が負担した経費の額とするが、

作業の一部を自力施行した場合にあっては、当該自力施行に係る通常経費の額を加算できる

ものとする。 

第 14 標準単価 

  標準単価は次により毎年度農林水産部長が定める。 

 (1) 事業ごとに別表２「森林災害等復旧造林事業標準単価構成因子」を基準として定める。 

 (2) 森林災害復旧造林事業に限り、市町村が行う場合及び森林組合が受託して行う場合につい

ては、作業路を除き別に定めるところにより事務雑費を加算することができる。 

第 15 森林災害等復旧造林補助金交付申請書等の提出 

規則第４条に規定する森林災害等復旧造林補助金交付申請書（以下「補助金交付申請書」

という。）は、別に定める森林災害等復旧造林事業補助金交付申請書作成要領により作成する

ものとする。 

なお、補助金の交付申請又は受領を第三者に委任する場合は、次のとおり行うものとする。 

 (1) 原則として市町村、生産森林組合及び岩手県森林組合連合会以外の補助事業者は、事業地

の属する地域の森林組合長（以下「申請代理者」という。）に委任して申請書を提出するもの

とする。 

(2) (1)により委任して提出する場合は、申請依頼書（様式第８号）を申請代理者の定める期日

までに申請代理者に提出するものとする。 

(3) 申請代理者は、(2)の申請依頼書に基づいて申請書を作成するものとする。 

(4) 申請代理者は、申請書を作成したときは、当該事業地所在の市町村長に協議し、当該市町

村長の森林災害等復旧造林事業に関する意見を求めるものとする。 

(5) 市町村長は、申請代理者から協議を受けたときは、第９の森林災害復旧造林事業計画等に

照らし、意見があるときは意見書を付し意見がない場合は経由印を押印するものとする。 

第 16 補助事業者の森林災害等復旧造林事業補助金調書の確認 

  補助事業者は、森林災害等復旧造林事業補助金を申請代理者に委任して受領した場合は、

規則第６条第２項に規定する森林災害等復旧造林事業補助金調書を確認するものとする。 

第 17 帳簿等の備付け 

   補助事業体は、次に掲げる帳簿等を整備するもの。 

 (1) 森林所有者の事業実施に対する承諾書 

 (2) 現金出納に関する帳簿 

 (3) 事業施行前後の写真 

 (4) 苗木等資材の購入を証する書類 

 (5) その他事業の実施を証する書類 

 



第 18 書類検査及び現地検査 

  規則第５条に規定する書類審査及び現地調査は、森林整備事業しゅん工検査要領(昭和 53

年６月 16日林業第 202号)によるものとする。 

第 19 補助金の交付の条件 

規則第５条に規定する補助金の交付の決定は、事業主体が直接申請した場合にあっては様

式第９号、事業主体から委任を受けた代理申請者が申請した場合にあっては様式第 10号によ

り通知するものとする。 

第 20 補助対象施行地の他の用途への転用の制限 

 (1) 規則第６条第１項第３号の規定に基づく転用を行おうとする場合は、補助事業者は直ちに

（代理申請の場合は申請代理者を通じて）その旨を局長へ届出なければならない。 

 (2) 局長は、前号の規定を適確に遂行するため、森林災害等復旧造林事業補助金交付内訳書を

備えて、その経過を明らかにしておくものとする。 

 (3) 事業主体は、公用、公共用及び天災地変その他止むを得ない事由のため補助事業の施行地

を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に森林以外の用途へ転用する場合

には規則第６条第１項第３号の規定にかかわらず、補助金相当額の返還の減免につき局長に

協議することができるものとする。 

第 21 準用規定 

  岩手県森林整備事業実施要領（昭和 48 年 10 月 27 日付け林業第 1192 号）第８、第９、第

10、第 14、第 15 の規定は、この要領において準用する。この場合「森林整備」とあるのは「森

林災害等復旧造林」と読み替えるものとする。 

第 22 提出部数 

  規則に定めるもののほか、この要領に基づいて、提出する書類の部数は１部とする。 

 

附 則 

この要領は、令和８年度事業から適用する。 



別表 １ 

森林災害復旧造林事業の技術的基準 

１ 被害木等の整理及び跡地造林 

  市町村森林整備計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。ただし、

制限林にあっては、上記の施業によるほか、当該制限林の指定施業要件等により施業を行う。 

 (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。（被

害木の本数伐採率 90％以上） 

 (2) 野生鳥獣による森林の被害の防止、野生鳥獣害の移動の制御等を図るための施設等の整備

（以下「鳥獣害防止施設等整備」という。）を実施する場合は、別に定める鳥獣害防止施設等

整備実施基準（平成 11年 12月 20日付け緑第 805号）に準拠すること。 

 (3) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 

 (4) 跡地造林箇所の植栽本数等については、次の表によるものとすること。 

本 数 

被 害 率 

植  栽  本  数 

70％以上  跡地造林箇所の植栽本数は、概ね市町村森林整備計画において定められる標

準的な植栽本数以上であること。 

50％以上 

70％未満 

(1) 原則として生立木を残存させるものであること。 

(2) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね市町村森林整備計画において定め

られる標準的な植栽本数に 10分の６を乗じた本数以上であること。 

30％以上 

50％未満 

(1) 原則として生立木を残存させるものであること。 

(2) 跡地造林箇所の植栽本数は、おおむね市町村森林整備計画において定め

られる標準的な植栽本数に 10分の４を乗じた本数以上であること。 

（注）復旧した森林については、つる切、除・間伐等の施業が市町村森林整備計画に基づき適正

に行われること。 

 

２ 倒木起こし 

本 数 

被 害 率 

林 分 の 平 均 樹 高 

1.5ｍ以上～3.0ｍ未満 3.0ｍ以上 

おおむね 

50％以上 

次の基準に準拠した施業を行う。 

(1) 原則として人力による引起こしで

あること。 

(2) 原則として縄、テープ等により固定

されること。 

(3) 根踏みが実施されること。 

次の基準に準拠した施業を行う。 

(1) 原則として機械器具による引起

こしであること。 

(2) 縄、テープ等により固定されるこ

と。 

(3) 根踏みが実施されること。 

（注）復旧した森林について、つる切、除・間伐等の施業が市町村森林整備計画に基づき適正に

行われること。 

 

３ 作業路の開設 

市町村森林整備計画に定める施業内容によるほか、別に定める森林作業道整備実施基準（平

成 23 年 10 月 21 日森整第 503号）及び岩手県森林作業道開設基準（平成 23 年 10月 21日森整

第 504号）に準拠した施業を行う。 

 

 

 



 

別表 ２ 

 森林災害等復旧造林事業標準単価構成因子 

事業の種類 区  分 構 成 因 子 

森林災害 

 

復旧造林 

被害木等の整理 伐倒費、砕断費、搬出集積費等 

跡 地 造 林 地拵費、苗木代、仮植費、苗木運搬費、植付費等 

倒 木 起 こ し 倒木起こし費、テープ（縄）代、倒木起こし用器具等 

作 業 路 の 開 設 伐開費、切取・排土費、砂利敷工、排水工費、仮橋架設費、

ブルドーザ搬入退出費等伐倒費、破断費、搬出集積費等 

県単雪害等 

 

復旧造林 

除 ・ 間 伐 不要木除去費、不良木淘汰費、不良木搬出費、集積費、その

他これらに準ずる作業費 

倒 木 起 こ し 倒木起こし費、テープ（縄）代 

倒木起こし機の 

整     備 

倒木起こし機代 

作 業 路 の 開 設 伐開費、切取・排土費、砂利敷工、排水工費、仮橋架設費、

ブルドーザ搬入退出費等伐倒費、破断費、搬出集積費 

被害木等の整理 伐倒費、砕断費、搬出集積費等 

（注）１ 苗木運搬費とは仮植地から造林地までの運搬費である。 

２ 搬出費とは、伐倒地点から集積地点までの平均移動距離を本数率で 80％以上搬出

 した場合の経費である。 

 



被害額は次式による単価で見積もった額とする。 

 

(1) 雪害等の被害で倒木起こしにより復旧可能な被害の場合 

倒木起こしに要する経費（復旧経費） 

 

(2) 倒木起こしにより復旧不可能な被害の場合 

材木の損害額とし、次式による単価で見積もった額から、利用見込額（残存価値）を控除し

た額 

 

ア 1～10 年生 立木費用価式による。 

 

   Ｃｎ＝Ｄ１（1.055）ｎ＋Ｄ２（1.055）ｎ－1 ＋Ｄｎ（1.055） 

 ただし、 Ｃｎ：ｎ年生（1≦ｎ≦10）造林地の評価額 

Ｄｉ：1 年生（ｉ＝1、2、 ｎ）時における育林経費を現在時価で

見積った額（1.055）ｎ＋1－1：ｉ年生における育林作業に要する経費（Ｄｉ）に対する

後価係数（年利率 5.5％） 

 

イ 11 年生～20 年生 グラ－ゼル式による。 

 

（ｎ－10）２ 
 Ｘｎ＝（Ａａ－Ｃ10）      ＋Ｃ10 

（ａ－10）２ 

 

    ただし、 Ｘｎ：ｎ年生（1≦ｎ≦20）造林地の評価額 

 Ａａ：標準伐期齢における立木価格 

 Ｃ10：ｎ＝10 としてア式により算出した価格 

ａ：標準伐期齢 

 

ウ 21 年生～   市場逆算価式による。 

 

Ａ 
 Ｙｎ＝ｆ（      －Ｂ） 
 1＋ℓｒ 

 

    ただし、Ｙｎ：ｎ年生（21≦ｎ）森林の評価額 

ｆ：立木から得られる素材の歩止り 

Ａ：立木から得られる素材の最寄市場における取引価格 

ℓ：その立木の伐出事業に要する投資資本の回収期間（月数） 

ｒ：伐出事業に要する総投下資本の月利益率 

Ｂ：素材の伐木、造材、集運材及び販売に要する経費の合計 

 

エ 被害金額の見積りにおける評価諸因子については、県有林等の実例を参考とすること。 

 

(3) 積雪地域の被害については、特に毎年経常的に認められる被害の分を除くこと。 



様式第 1 号 

被 害 報 告 書 

 

年  月  日 

 

          広域振興局長 様 

 

市町村長          

 

 

 年  月  日から  月  日までの（異常な自然現象等名）により森林に下記のとおり災害が発生したから、森林災害等復旧造林事業

実施要領第６の規定により報告します。 

（概況、確定報告） 

森 林 被 害 面 積 等 
摘   要 

折 損 被 害 倒 伏 被 害  計 

被 害 

区域面積 

要 復 旧 

面 積 
被害額 

被 害 

区域面積 

要 復 旧 

面 積 
被害額 

被 害 

区域面積 

要 復 旧 

面 積 
被害額 

被 害 

区域面積 

要 復 旧 

面 積 
被害額 

 

ｈa ｈa 千円 ｈa ｈa 千円 ｈa ｈa 千円 ｈa ｈa 千円 

            

（注）１ 森林被害とは樹木に係る被害とする。 

   ２ 被害区域面積は、小班又は同一施業が可能な区域を単位として把握し、本数被害率 30％以上の区域に係る森林につき掲上する。 

   ３ 要復旧面積は被害区域面積×本数被害率とする。 

   ４ 被害額の計算は次による。 



様式第２号 

年度 森林災害復旧造林事業計画概要書 

 

                                                             年  月  日 

 

         広域振興局長 様 

 

                                                市町村長         

 

      年  月  日から  年  月にかけて発生した  災害により被害を受けたので、森林災害等復旧造林事業実施要領第８の規定に基づき、

森林災害復旧造林事業計画概要書を、別紙のとおり提出します。 

 

別紙 

森 林 災 害 復 旧 造 林 事 業 計 画 概 要 書 

森林被害面積等 森 林 災 害 復 旧 造 林 事 業 計 画 

 

要復旧 

 

面 積 

 

森 林 

 

被害額 

計 画 量 事 業 費 （ 千 円 ） 

被 害 木 等 

の 整 理 
跡地造林 倒木起こし 計 被害木の整理 跡地造林 倒木起こし 計 

面積 作業

路 

面積 作業

路 

面積 作業

路 

面積 作業

路 

被 害 木

等 の 整

理 

作業

路 

小計 跡 地 

造 林 

作業

路 

小計 倒 木 

起こし 

作業路 小計  うち 

作業路 

ｈa 千円 ｈa ｍ ｈa ｍ ｈa ｍ ｈa ｍ            

                     

（注）１ 森林被害面積等欄の要復旧面積は被害区域面積×本数被害率、森林被害額は樹木に係る被害とし、様式第１号被害報告書（確定）の計欄に一致

する。 

   ２ 森林災害復旧造林事業計画欄の面積は、実面積（被害区域面積×本数被害率）とする。 

   ３ 縮尺 20 万分の 1 の地形図（又は管内図）に市町村を図示する。 



附属書 

森林災害復旧造林事業計画概要書の年度別内訳表 

 

 

 

年  度 

森 林 災 害 復 旧 造 林 事 業 計 画 

計 画 量 事 業 費 （ 千 円 ） 

被 害 木 等 

の 整 理 
跡地造林 倒木起こし 計 被害木等の整理 跡地造林 倒木起こし 計 

面積 作業

路 

面積 作業

路 

面積 作業

路 

面積 作業

路 

被 害 木

等 の 整

理 

作業 

路 

小計 跡 地 

造 林 

作業

路 

小計 倒 木 

起こし 

作業路 小計  うち 

作業路 

初 年 度 

第２年度 

 ３ 

 ４ 

ｈa ｍ ｈa ｍ ｈa ｍ ｈa ｍ            

計                    

 



様式第３号 

年  森林災害復旧造林事業査定内訳表 

 

年  月  日 

      広域振興局長 様 

                                                      市町村長         

 

       年  月  日付け          号で提出した森林災害復旧造林事業計画概要書に係る査定内訳表を別紙のとおり提出します。 

 

別紙 

査 定 内 訳 表  

位    置 査定方法 

実地、机上 

の別 

事 業 

区 分 

類 型 

区 分 

林 班 

小班等 

申    請 査    定 備    考 

地   区 施行団地 
被害区域 

面 積 
被害率 実面積 

被害区域 

面 積 
被害率 実面積 

 

      ha % ha･m ha % ha･m 

計       

 

（再 掲） 

事 業 区 分 類 型 区 分 
申    請 査    定 

備    考 
実 面 積 単 価           事 業 費 実 面 積 単 価            事 業 費 

  ha･m 円 千円 ha･m 円 千円  

計       

 



（注）１ 「地区」とは、１ないし数箇林班からなる小流域等で、森林災害復旧造林事業を一体として行うことが必要と認められるおおむね５ヘクタール

以上の施行団地を含む区域をいい、本表には、市町村内での位置を示す整理番号を記入する。（整理番号は算用数字とする。） 

２ 「施行団地」とは、地区内のおおむね５ヘクタール以上の団地をいい、本表には、その整理番号を記入する。（整理番号は、地区整理番号にひら

がなを添える。） 

（１－い、１－ろ、１－は、１－に、・・・・、２－い、２－ろ、２－は、・・・・） 

３ 「事業区分」とは、被害木等の整理（略称（整））、跡地造林（略称（造））、倒木起こし、（略称（倒））及び作業路の開設（略称、（作））とし、

その略称を記入する。 

４ 「類型区分」とは、事業別の類型別単価の類型区分をいい、略称（整－１、整－２、・・・・、造－１、造－２、・・・・、倒－１、倒－２、・・・・）

を記入する。 

５ 「林班、小班等」欄は被害率を把握した単位とし、森林簿から当該箇所の林班、小班等名を照合し記入する。 

６ 作業路の開設予定量は、事業区分ごとに実面積欄に記入する。 

７ 単位については、面積は少数第２位止め、作業路の延長及び被害率は単位止めとする。 

８ 附属図（縮尺 5,000分の１の基本図）を次により作成のうえ添付する。 

(1) 「地区」の周囲は、黒色実線、「施行団地」の周囲は、みず色実線で表示し、それぞれ整理番号を記入する。 

(2) 被害木等の整理の区域は、橙色で図示する。 

(3) 跡地造林の区域は、緑色で図示する。 

(4) 倒木起こしの区域は、赤色で図示する。 

(5) 作業路は茶色で図示する。 

(6) 制限林、森林経営計画対象森林、県有林については、その旨記載する。（例示、制限林：(制)、森林経営計画対象森林：(計)、県有林：(県)） 

９ 「査定方法」及び「査定」の欄は、記入を要しない。 

10 再掲表では、事業区分、類型区分、申請の実面積欄を記入する。 



様式第４号 

森林災害復旧造林事業計画変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

       広域振興局長 様 

 

市町村長          

 

 

     年  月  日付け 第    号をもって決定通知があった森林災害復旧造林事業について、別紙のとおり変更したいので承認されたく森林 

災害等復旧造林事業実施要領第９の規定により申請します。 

 

別紙 

森 林 災 害 復 旧 造 林 事 業 費 増 減 表 

査 定 額 前回までの変更改定額 今回変更増減（△）額 今 回 変 更 改 訂 額 摘           要 

Ａ    千円 Ｂ       千円 Ｃ＝Ｄ－Ｂ   千円 

Ｃ＝Ｄ－Ａ 

Ｄ         千円  

（注）摘要欄には、変更の事由を簡潔に記述する。 



様式第５号 

年度 森林災害復旧造林事業変更全体計画書 

 

（注）この変更全体計画書の様式は、様式第２号森林災害復旧造林事業計画概要書の様式に準ずるものとし、変更前を上段に、変更後を下段に比較対照で

きるように記載すること。 



様式第６号 

年度 森林災害等復旧造林予定調書 

年  月  日 

 

 様 

 

住所 

氏名 

 

 

 年度において、次のとおり森林災害等復旧造林事業を実施する予定です。 

事 業 の 

時 期 

事 業 の 

種 類 

事業の 

区 分 

事 業 地 

の 所 在 

事 業 地 の 状 況 事 業 の 内 容 

樹 種 林 令 被害率 樹 種 面 積 本 数 

        ｈa  

          

          

          

          

          

 記載上の注意 

  １ 補助事業についてのみ記載すること。 

  ２ 事業の時期は春、秋に区分し、以下の項目はその区分毎に記載すること。 

  ３ 事業の種類、区分（（ ）内は区分）については、森林災害復旧（被害木等の整理、跡地

造林、倒木起こし、作業路の開設）、県単雪害等復旧（除・間伐、倒木起こし、作業路の開

設、倒木起こし機の整備、被害木等の整理）と記載すること。 

  ４ 事業地の状況の林齢は、事業実施年度の林齢とし、被害率は、本数割合とする。 

  ５ 事業内容の面積は、区域面積とし、樹種本数については、跡地造林の場合のみ記載する

こと。 

  ６ 作業路については、事業の内容の面積に延長を記載する。 

 なお、事業地の状況は記載する必要がない。 

 



様式第７号 

年度 森林災害等復旧造林予定調書取りまとめ報告 

 年  月  日 

   広域振興局長 様 

森林組合長        

 

森林災害等復旧造林事業実施要領第 10の(2)の規定に基づき次の通り報告します。 

事業の時期 事業の種類 区 分 齢 級 件 数 樹 種 面 積 本 数 

 

 

 

春 

 

 

ま 

た 

は 

 

 

秋 

 

 

森 

 

 

林 

 

 

災 

 

 

害 

 

 

復 

 

 

旧 

被

害

木

等

の

整

理 

 

 

Ⅲ 

 す ぎ   

 あ か ま つ  

 か ら ま つ  

 そ の 他  

 計  

Ⅳ 

： 

： 

    

   

   

 

計 

    

   

   

   

   

跡 

地 

造 

林 

     

    

    

    

    

倒 

木 

起 

こ 

し 

Ⅰ     

Ⅱ   

Ⅲ   

Ⅳ   

：   

計   

作 業 路      

県単雪害等

復旧 

除 間 伐      

被害木等

の 整 理 

     

記載上の注意 

１ 作業路の開設路線数は、件数欄に、開設延長は面積欄に記載すること。 

２ 森林災害復旧造林の面積は、様式第６号の面積に被害率を乗じた実面積を記載する。 

３ 被害木等の整理については、樹種別、齢級別に記載する。 

４ 倒木起こしは齢級別に記載する。 



様式第８号 

年 森林災害等復旧造林事業補助金交付申請依頼書  

 

年  月  日 

 

（申請代理者） 様 

 

 

 別紙のとおり森林災害等復旧造林事業を終了したので、貴殿から    振興局長に対し補助金交付申請書を提出するようお願いします。 

 

 住  所 

 氏  名 

 （             ） 

（別 紙） 

林小班 事業地の所在 

被 害 木 等 の 整 理 跡 地 造 林 倒 木 起 こ し 作 業 路 
倒木起こし 

機 の 整 備 

事 業 着 手 

終了年月日 面 積 樹 種 林齢 
搬出の 

有 無 
面 積 

植 栽 

樹 種 

植栽 

本数 
面 積 樹 種 林 齢 巾 員 延 長 

  ha  年  ha  本 ha  年 ｍ ｍ 台  

記載上の注意 

１ （ ）欄には事業名を記載する。 

２ 事業地の所在欄には施行地の地割、地番を記載する。 

３ 被害跡地整理の搬出の有無欄には、伐倒本数率で 80％以上、かつ、平均移動距離 20ｍ以上搬出、集積した場合「有」それ以外は「無」と記載する。 

  なお、平均移動距離 40ｍ以上の場合は有、40と記載する。 

４ 県単除・間伐は、被害木等の整理欄（ただし、搬出の有無欄についての記載は不要）に、県単倒木起こしは倒木起こし欄に、県単作業路は作業路欄

にそれぞれ記載する。 



 

 

様式第９号 

指令   第    号 

 

住所 

氏名 

 

     年  月  日付   第   号で申請のあった    年度森林災害等復旧造林

事業に対し、森林災害等復旧造林事業補助金交付規則（昭和 56 年岩手県規則第 86 号）第５条の

規定により、下記の条件を付けて、森林災害等復旧造林事業（      事業）補助金    円

を交付します。 

 

      年  月  日 

 

広域振興局長       

 

 

１ 事業主体は、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県規則第 71号）、森林災害等復旧造林事

業補助金交付規則（昭和 56年岩手県規則第 86号。以下「規則」という。）に従わなければなら

ない。 

２ 事業主体は、次の各号における措置を取らなければならない。 

(１) 補植、保育等成林に必要な保育管理を行うこと（倒木起こし機の整備に係る補助を除く）。 

(２) 事業実施年度以降２年以上の森林保険に加入すること（跡地造林に限り、加入期間は 10

年以上とする。）。 

３ 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び施行地ごと

に収入及び支出を整理した施行台帳を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当

該補助事業完了後５カ年間保存しなければならない。 

４ 事業主体は、次に掲げる補助金返還事案が発生しないように市町村等と十分な調整を図ると

ともに、補助事業の施行地の適正な管理と森林所有者への指導を行わなければならない。また、

返還事案が発生した場合は速やかに補助金を返還しなければならない。 

(１) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に森林以外

の用途へ転用する場合（補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上

権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）は、

あらかじめ局長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助

金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他止むを得ない事由のた

め補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に森林以外の

用途へ転用する場合には、補助金相当額の返還の減免につき局長に協議することができるも

のとする。 

(２) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的

に実施すべき事業を実施すべき期間を経過してもなお実施しないときは、当該交付を受けた

補助金相当額を返還すること。 

５ 規則第８条の規定による決定に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計

算した加算金を県に納付させることがある。 



 

 

様式第 10号 

指令   第    号 

 

住所 

氏名                ら 

補助金申請内訳書記載の事業主体   人 

上記代理人：         

 

     年  月  日付   第   号で申請のあった    年度森林災害等復旧造林

事業に対し、森林災害等復旧造林事業補助金交付規則（昭和 56 年岩手県規則第 86 号）第５条の

規定により、下記の条件を付けて、森林災害等復旧造林事業（     事業）補助金      

円を交付します。 

 

      年  月  日 

 

広域振興局長  

 

 

１ 森林災害等復旧造林事業補助金交付額の内訳は、別紙明細書のとおりとする。 

２ 代理人は、当該補助金の交付の条件について、事業主体に周知しなければならない。 

３ 事業主体は、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県規則第 71号）、森林災害等復旧造林事

業補助金交付規則（昭和 56年岩手県規則第 86号。以下「規則」という。）に従わなければなら

ない。 

４ 事業主体は、次の各号における措置を取らなければならない。 

(１) 補植、保育等成林に必要な保育管理を行うこと（倒木起こし機の整備に係る補助を除く）。 

(２) 事業実施年度以降２年以上の森林保険に加入すること（跡地造林に限り、加入期間は 10

年以上とする。）。 

５ 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び施行地ごと

に収入及び支出を整理した施行台帳を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当

該補助事業完了後５カ年間保存しなければならない。 

６ 事業主体は、次に掲げる補助金返還事案が発生しないように市町村等と十分な調整を図ると

ともに、補助事業の施行地の適正な管理を行わなければならない。また、返還事案が発生した

場合は速やかに補助金を返還しなければならない。 

(１) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に森林以外

の用途へ転用する場合（補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上

権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）は、

あらかじめ局長にその旨を届け出るとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助

金相当額を返還すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他止むを得ない事由のた

め補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内に森林以外の

用途へ転用する場合には、補助金相当額の返還の減免につき局長に協議することができるも

のとする。 

（２) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的

に実施すべき事業を実施すべき期間を経過してもなお実施しないときは、当該交付を受けた

補助金相当額を返還すること。 



 

７ 規則第８条の規定による決定に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計

算した加算金を県に納付させることがある。 


